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【告示】

番 号 表 題 担当課名

１０ 保安林予定森林に関する通知を受けた件 森林整備課

１１ 道路の区域を変更する件 道路整備課

１２ 道路の供用を開始する件 同



徳
島
県
告
示
第
十
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
好
市
池
田
町
白
地
井
ノ
久
保
一
八
一
五
の
二
六
、
山
城
町
光
兼
字
長
谷
六
八
二
、
山
城
町
白
川
字

荒
ノ
上
一
五
四
〇
、
一
五
四
九
の
一
、
一
五
五
〇
、
東
祖
谷
樫
尾
六
二
六
の
二
、
六
四
三
の
一
、
六
四

三
の
二
、
六
五
二
、
東
祖
谷
高
野
二
一
六
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

井
ノ
久
保
一
八
一
五
の
二
六
・
字
長
谷
六
八
二
・
字
荒
ノ
上
一
五
四
〇
・
一
五
四
九
の
一
・
一

五
五
〇
・
東
祖
谷
樫
尾
六
二
六
の
二
・
六
四
三
の
一
・
六
四
三
の
二
・
六
五
二
・
東
祖
谷
高
野
二

一
六
の
二
（
以
上
十
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
整
備
課
及
び
三
好
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
中
庄

一
九
番
九
地
先
か
ら

旧

七
・
五
〜
一
七
・
四

四
五
〇
・
〇

６

同

０

西
黒
田
中
村

２

八
〇
番
七
地
先
ま
で

同

新

一
〇
・
〇
〜
二
二
・
四

四
五
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
国
府
町
芝
原
字
中
庄
一
九

６

番
九
地
先
か
ら

０

西
黒
田
中
村

四
五
〇
・
〇

令
和
五
年
一
月
十
七
日

２

同

八
〇

番
七
地
先
ま
で
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